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東
京
都
沿
岸
漁
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
四
年
八
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
八
十
三
号

東
京
都
沿
岸
漁
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
沿
岸
漁
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
（
昭
和
五
十
四
年
東
京
都
規
則
第
百
四
十
五
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
次
条
に
お
い
て
」
を
「
以
下
」
に
改
め
る
。

第
三
条
の
見
出
し
中
「
借
受
資
格
」
を
「
貸
付
け
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
」
に
改
め
、
同
条
第

一
項
中
「
を
借
り
受
け
る
」
を
「
の
貸
付
け
を
受
け
る
」
に
改
め
、
「
の
各
号
」
を
削
る
。

第
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
五
条

削
除

第
五
条
の
二
を
削
る
。

第
六
条
の
見
出
し
を
「
（
貸
付
資
格
の
認
定
申
請
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
資
金
の
貸
付

け
」
を
「
貸
付
資
格
の
認
定
」
に
、
「
貸
付
申
請
書
（
別
記
第
一
号
様
式
）
」
を
「
貸
付
資
格
認
定
申

請
書
（
別
記
第
一
号
様
式
。
以
下
「
認
定
申
請
書
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
事
業
計
画
書
」
を
「
経
営

等
改
善
措
置
、
生
活
改
善
措
置
又
は
青
年
漁
業
者
等
養
成
確
保
措
置
に
関
す
る
計
画
」
に
、
「
第
十
三

条
」
を
「
第
十
四
条
」
に
、
「
同
法
第
五
条
第
三
項
」
を
「
農
商
工
等
連
携
促
進
法
第
五
条
第
三
項
」

に
、
「
同
法
第
五
条
第
二
項
」
を
「
農
林
漁
業
バ
イ
オ
燃
料
法
第
五
条
第
二
項
」
に
、
「
同
法
第
六
条

第
三
項
」
を
「
六
次
産
業
化
法
第
六
条
第
三
項
」
に
、
「
以
下
同
じ
。
）
」
を
「
以
下
同
じ
。
）
（
以

下
「
事
業
計
画
書
」
と
い
う
。
）
、
貸
付
申
請
書
（
別
記
第
三
号
様
式
）
（
法
第
三
条
第
二
項
に
規
定

す
る
融
資
機
関
（
以
下
「
融
資
機
関
」
と
い
う
。
）
か
ら
貸
付
け
を
受
け
る
こ
と
を
希
望
す
る
者
は
借

入
申
込
書
（
別
記
第
四
号
様
式
）
の
写
し
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
貸
付
申
請
書
」
を
「
認
定

申
請
書
」
に
改
め
、
「
事
業
計
画
書
」
の
下
に
「
、
貸
付
申
請
書
又
は
借
入
申
込
書
の
写
し
及
び
知
事

が
別
に
定
め
る
書
類
」
を
、
「
以
下
」
の
下
に
「
こ
の
条
に
お
い
て
」
を
加
え
、
「
貸
付
申
請
者
」
を

「
申
請
者
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
貸
付
申
請
書
」
を
「
認
定
申
請
書
」
に
、
「
貸
付
申
請
に
」

を
「
認
定
申
請
に
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
貸
付
申
請
書
」
を
「
認
定
申
請
書
」
に
改
め
る
。

第
七
条
の
見
出
し
を
「
（
都
に
よ
る
貸
付
け
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
貸
し
付
け
る
も
の

と
」
を
「
貸
付
資
格
を
認
定
し
、
及
び
貸
付
け
を
」
に
、
「
貸
付
決
定
通
知
書
（
別
記
第
三
号
様
式
）

を
」
を
「
貸
付
資
格
認
定
書
（
別
記
第
五
号
様
式
）
を
貸
付
決
定
通
知
書
（
別
記
第
六
号
様
式
）
と
併

せ
て
」
に
、
「
貸
付
決
定
連
絡
書
（
別
記
第
四
号
様
式
）
」
を
「
連
絡
書
（
別
記
第
七
号
様
式
）
」
に
、

「
第
十
四
条
」
を
「
第
十
六
条
」
に
改
め
、
「
通
知
し
、
」
の
下
に
「
貸
付
資
格
を
認
定
し
な
い
と
き

及
び
」
を
加
え
、
「
事
務
委
託
機
関
の
」
を
「
事
務
再
委
託
機
関
の
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項

と
し
、
同
条
第
一
項
中
「
前
条
第
一
項
又
は
第
四
項
に
よ
り
貸
付
申
請
書
」
を
「
前
項
の
規
定
に
よ
り

認
定
申
請
書
」
に
、
「
同
条
第
三
項
」
を
「
前
条
第
三
項
」
に
改
め
、
「
と
し
て
」
の
下
に
「
貸
付
資
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格
の
認
定
及
び
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。

資
金
の
貸
付
け
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
で
、
都
か
ら
直
接
貸
付
け
を
受
け
る
こ
と
を
希
望
す
る
者

（
以
下
「
都
に
よ
る
貸
付
け
を
希
望
す
る
者
」
と
い
う
。
）
は
、
前
条
第
一
項
又
は
第
四
項
の
規
定

に
よ
り
認
定
申
請
書
に
事
業
計
画
書
、
貸
付
申
請
書
及
び
知
事
が
別
に
定
め
る
書
類
を
添
え
て
知
事

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
条
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

４

申
請
者
は
、
前
項
の
貸
付
決
定
通
知
書
を
受
け
取
つ
た
と
き
は
、
借
用
証
書
（
別
記
第
八
号
様

式
）
を
事
務
再
委
託
機
関
又
は
事
務
委
託
機
関
を
経
由
し
て
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
前
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
申
請
書
を
事
務
再
委
託
機

関
以
外
の
漁
業
協
同
組
合
若
し
く
は
漁
業
協
同
組
合
連
合
会
を
経
由
し
て
提
出
し
、
又
は
支
庁
長
若

し
く
は
知
事
に
直
接
提
出
し
た
と
き
は
、
前
項
の
借
用
証
書
を
事
務
委
託
機
関
を
経
由
し
て
知
事
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

既
に
貸
付
資
格
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者
が
当
該
認
定
に
係
る
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
よ
う
と
す

る
場
合
に
お
け
る
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
前
条
第
一
項
又
は
第
四
項
の
規

定
に
よ
り
認
定
申
請
書
」
と
あ
る
の
は
、
「
貸
付
資
格
認
定
書
の
写
し
」
と
す
る
。

第
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
保
証
人
又
は
担
保
）

第
八
条

都
に
よ
る
貸
付
け
を
希
望
す
る
者
は
、
連
帯
保
証
人
を
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

所
定
の
連
帯
保
証
人
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
知
事
が
認
め
る
場
合
で
あ
つ
て
、
適
当
な
担
保

を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
連
帯
保
証
人
に
代
え

て
担
保
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

都
に
よ
る
貸
付
け
を
希
望
す
る
者
が
沿
岸
漁
業
従
事
者
等
、
認
定
中
小
企
業
者
又
は
促
進
事
業
者

の
組
織
す
る
団
体
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
構
成
員
の
う
ち
、
当
該
貸
付
け
に
よ
つ
て
利
益
を
受
け

る
者
（
そ
の
者
が
特
定
さ
れ
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
団
体
の
理
事
等
）
が
当
該
団
体
の
連
帯
保
証

人
と
な
る
も
の
と
す
る
。

３

都
に
よ
る
貸
付
け
を
希
望
す
る
者
は
、
知
事
が
担
保
の
提
供
を
求
め
た
場
合
に
は
、
こ
れ
に
応
じ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

知
事
は
、
貸
付
金
債
権
を
保
全
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
都
か
ら
直
接
資
金

の
貸
付
け
を
受
け
た
者
に
対
し
、
連
帯
保
証
人
又
は
担
保
の
追
加
又
は
変
更
を
求
め
る
こ
と
が
で
き

る
。

５

前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
連
帯
保
証
人
又
は
担
保
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
別
に

定
め
る
。

第
十
五
条
を
第
十
七
条
と
し
、
第
十
四
条
を
第
十
六
条
と
し
、
第
十
三
条
第
一
項
中
「
第
十
一
条
」

を
「
第
十
三
条
」
に
、
「
一
時
償
還
」
を
「
期
限
前
償
還
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
五
条
と
す
る
。

第
十
二
条
第
二
項
中
「
別
記
第
七
号
様
式
」
を
「
別
記
第
十
九
号
様
式
」
に
改
め
、
「
ま
で
に
」
の

下
に
「
貸
付
決
定
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
知
事
に
提
出
す
る
場
合
は
」
を
加

え
、
「
知
事
に
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
前
項
」
の
下
に
「
た
だ
し
書
」
を
加
え
、
同
条
第
四
項

中
「
規
定
に
よ
り
」
を
「
規
定
に
よ
る
」
に
、
「
別
記
第
八
号
様
式
」
を
「
別
記
第
二
十
号
様
式
」
に
、

「
別
記
第
九
号
様
式
」
を
「
別
記
第
二
十
一
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

５

融
資
機
関
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
償
還
猶
予
申
請
書
を
受
理
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
知

事
に
対
し
都
貸
付
金
償
還
猶
予
申
請
書
（
別
記
第
二
十
二
号
様
式
）
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
都
貸
付
金
償
還
猶
予
申
請
書
を
受
理
し
た
と
き
は
、
こ
れ
を
審
査

し
、
猶
予
す
る
こ
と
を
相
当
と
認
め
た
と
き
は
、
猶
予
の
決
定
を
行
い
、
都
貸
付
金
償
還
猶
予
決
定

通
知
書
（
別
記
第
二
十
三
号
様
式
）
を
融
資
機
関
に
交
付
し
、
償
還
猶
予
を
し
な
い
旨
の
決
定
を
行

つ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
融
資
機
関
に
通
知
す
る
。

７

融
資
機
関
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
都
貸
付
金
償
還
猶
予
決
定
通
知
書
を
受
理
し
た
と
き
は
、
償

還
猶
予
決
定
通
知
書
に
よ
り
申
請
者
に
通
知
し
、
償
還
猶
予
を
し
な
い
旨
の
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、

そ
の
旨
を
申
請
者
に
通
知
す
る
。

第
十
二
条
を
第
十
四
条
と
す
る
。

第
十
一
条
中
「
知
事
」
を
「
貸
付
決
定
機
関
」
に
、
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
、
「
一
時

に
」
を
「
支
払
期
日
前
に
、
期
限
を
付
し
て
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
前
三
号
」
を
「
前
各
号
」

に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
五
号
と
し
、
同
条
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

貸
付
資
格
の
認
定
が
取
り
消
さ
れ
た
と
き
。

第
十
一
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

２

知
事
は
、
融
資
機
関
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
既
に
交
付
し
た
都
貸
付

金
の
全
部
又
は
一
部
を
支
払
期
日
前
に
、
期
限
を
付
し
て
償
還
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
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一

都
貸
付
金
を
貸
付
け
の
目
的
以
外
の
目
的
に
使
用
し
た
と
き
。

二

知
事
が
融
資
機
関
に
対
す
る
貸
付
け
に
係
る
債
権
の
保
全
そ
の
他
貸
付
け
の
条
件
の
適
正
な
実

施
を
図
る
た
め
、
そ
の
業
務
及
び
資
産
の
状
況
に
関
し
報
告
を
求
め
た
場
合
に
、
そ
の
報
告
を
怠

つ
た
と
き
。

三

都
貸
付
金
の
償
還
金
の
支
払
を
怠
つ
た
と
き
（
借
受
者
に
よ
る
資
金
の
償
還
を
法
第
十
条
の
規

定
に
よ
り
猶
予
し
た
こ
と
に
よ
り
、
融
資
機
関
が
、
都
貸
付
金
の
償
還
を
償
還
期
日
ま
で
に
行
う

こ
と
が
で
き
な
い
場
合
を
除
く
。
）
。

四

前
三
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
正
当
な
理
由
が
な
く
貸
付
け
の
条
件
に
違
反
し
た
と
き
。

３

知
事
は
、
借
受
者
が
融
資
機
関
に
よ
る
貸
付
け
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
既
に
交
付
し
た
貸
付
金
を
期
限
前
償
還
さ
せ
る
と
き
は
、
既
に
交
付
し
た
都
貸
付
金
の
全
部
又
は

一
部
を
支
払
期
日
前
に
、
期
限
を
付
し
て
償
還
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
一
条
を
第
十
三
条
と
す
る
。

第
十
条
中
「
知
事
」
を
「
貸
付
決
定
機
関
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

融
資
機
関
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
繰
上
償
還
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
都
貸
付
金
の
繰

上
償
還
を
行
う
も
の
と
す
る
。

第
十
条
を
第
十
一
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
貸
付
資
格
認
定
の
取
消
し
）

第
十
二
条

都
は
、
貸
付
決
定
か
ら
事
業
が
完
了
す
る
ま
で
の
間
に
、
経
営
等
改
善
措
置
、
生
活
改
善

措
置
又
は
青
年
漁
業
者
等
養
成
確
保
措
置
に
関
す
る
計
画
が
達
成
で
き
な
い
見
込
み
と
な
つ
た
場
合

は
、
当
該
計
画
に
係
る
貸
付
資
格
の
認
定
を
取
り
消
す
も
の
と
し
、
貸
付
資
格
認
定
取
消
通
知
書

（
別
記
第
十
八
号
様
式
）
に
よ
り
借
受
者
に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
借
受
者
が
融
資
機
関
か
ら
貸
付

け
を
受
け
て
い
る
と
き
に
は
、
融
資
機
関
に
対
し
て
そ
の
旨
を
通
知
し
、
期
限
前
償
還
等
の
所
定
の

手
続
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

第
九
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
知
事
」
を
「
貸
付
け
の
決
定
を
行
つ
た
機
関
（
知
事
又
は
融
資
機
関

を
い
う
。
以
下
「
貸
付
決
定
機
関
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
別
記
第
六
号
様
式
）

を
」
を
「
別
記
第
十
六
号
様
式
）
を
貸
付
決
定
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
知
事

に
提
出
す
る
場
合
は
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
の
表
三
の
項
中
「
第
六
条
ノ
四
第
一
項
」
を
「
第
六
条

ノ
五
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
前
項
」
を
「
第
二

項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

３

融
資
機
関
は
、
事
業
実
施
報
告
書
の
提
出
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
を
審
査
し
、
速
や
か
に
、

知
事
に
都
貸
付
金
事
業
実
施
報
告
書
（
別
記
第
十
七
号
様
式
）
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

知
事
は
、
事
業
実
施
報
告
書
又
は
都
貸
付
金
事
業
実
施
報
告
書
に
基
づ
く
事
業
実
施
の
結
果
が
貸

付
け
の
目
的
に
適
合
し
て
い
な
い
と
認
め
る
場
合
は
、
借
受
者
及
び
融
資
機
関
に
対
し
必
要
な
指
示

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
借
受
者
及
び
融
資
機
関
は
、
そ
の
指
示
に
従
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
条
を
第
十
条
と
し
、
第
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
融
資
機
関
に
よ
る
貸
付
け
及
び
都
貸
付
金
の
貸
付
け
）

第
九
条

資
金
の
貸
付
け
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
で
、
融
資
機
関
か
ら
貸
付
け
を
受
け
る
こ
と
を
希
望

す
る
者
は
、
融
資
機
関
に
借
入
申
込
書
を
提
出
す
る
と
と
も
に
、
第
六
条
第
一
項
又
は
第
四
項
の
規

定
に
よ
り
認
定
申
請
書
に
事
業
計
画
書
、
借
入
申
込
書
の
写
し
及
び
知
事
が
別
に
定
め
る
書
類
を
添

え
て
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
申
請
書
の
提
出
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
第
六
条
第
三

項
の
意
見
等
を
参
考
と
し
て
貸
付
資
格
の
認
定
の
申
請
に
対
す
る
審
査
を
行
う
も
の
と
す
る
。

３

知
事
は
、
貸
付
資
格
を
認
定
し
た
と
き
は
、
貸
付
資
格
認
定
書
を
申
請
者
に
交
付
し
、
か
つ
、
連

絡
書
に
よ
り
そ
の
旨
を
事
務
再
委
託
機
関
の
長
及
び
支
庁
長
に
、
貸
付
資
格
認
定
通
知
書
（
別
記
第

九
号
様
式
）
に
よ
り
そ
の
旨
を
融
資
機
関
に
通
知
し
、
貸
付
資
格
を
認
定
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
旨

を
申
請
者
、
事
務
再
委
託
機
関
の
長
、
支
庁
長
及
び
融
資
機
関
に
通
知
す
る
。

４

融
資
機
関
は
、
資
金
の
貸
付
け
を
行
う
た
め
に
必
要
な
資
金
（
以
下
「
都
貸
付
金
」
と
い
う
。
）

の
貸
付
け
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
知
事
に
都
貸
付
金
貸
付
申
請
書
（
別
記
第
十
号
様
式
）
を

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

知
事
は
、
都
貸
付
金
貸
付
申
請
書
の
提
出
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
審
査
を
行
い
、
貸
付
け

を
行
う
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
貸
付
け
の
決
定
を
行
い
、
融
資
機
関
に
都
貸
付
金

貸
付
決
定
通
知
書
（
別
記
第
十
一
号
様
式
）
を
交
付
す
る
も
の
と
し
、
貸
付
け
を
し
な
い
旨
の
決
定

を
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
融
資
機
関
及
び
申
請
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

６

融
資
機
関
は
、
知
事
か
ら
都
貸
付
金
貸
付
決
定
通
知
書
の
交
付
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、

申
請
者
に
対
し
貸
付
決
定
通
知
書
（
融
資
機
関
用
）
（
別
記
第
十
二
号
様
式
）
を
交
付
し
な
け
れ
ば
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な
ら
な
い
。

７

融
資
機
関
は
、
都
貸
付
金
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
知
事
に
都
貸
付
金
支
払
請
求
書

（
別
記
第
十
三
号
様
式
）
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８

都
貸
付
金
の
交
付
は
、
前
項
の
支
払
請
求
を
受
け
て
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

融
資
機
関
は
、
都
貸
付
金
の
交
付
を
受
け
る
際
、
都
貸
付
金
借
用
証
書
（
別
記
第
十
四
号
様
式
）
を

知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

９

融
資
機
関
は
、
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
と
の
貸
付
契
約
を
借
用
証
書
（
融
資
機
関

用
）
（
別
記
第
十
五
号
様
式
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
、
融
資
機
関
は
当
該
資
金
の

貸
付
け
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
、
当
該
借
用
証
書
の
特
約
条
項
を
遵
守
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

１０

融
資
機
関
は
、
都
貸
付
金
の
交
付
を
受
け
た
後
、
速
や
か
に
資
金
の
貸
付
け
を
行
う
も
の
と
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
融
資
機
関
は
、
当
該
貸
付
け
を
行
う
こ
と
を
条
件
と
し
て
資
金
の
貸
付
け
を

受
け
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
て
既
存
債
権
の
償
還
条
件
の
変
更
等
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

１１

融
資
機
関
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
は
、
直
ち
に
知
事
に
報
告
し
、
そ
の
指
示
に
従
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一

資
金
の
貸
付
け
の
業
務
を
中
止
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
。

二

資
金
の
貸
付
け
の
業
務
の
遂
行
が
困
難
と
な
つ
た
と
き
。

１２

融
資
機
関
は
、
都
貸
付
金
を
貸
付
け
の
目
的
以
外
の
目
的
に
使
用
し
て
は
な
ら
ず
、
ま
た
、
知
事

が
当
該
融
資
機
関
に
対
す
る
貸
付
け
に
係
る
債
権
の
保
全
そ
の
他
貸
付
け
の
条
件
の
適
正
な
実
施
を

図
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
業
務
及
び
資
産
の
状
況
に
関
し
報
告
を

求
め
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
報
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

１３

既
に
貸
付
資
格
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者
が
当
該
認
定
に
係
る
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
よ
う
と
す

る
場
合
に
お
け
る
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
第
六
条
第
一
項
又
は
第
四
項
の

規
定
に
よ
り
認
定
申
請
書
」
と
あ
る
の
は
、
「
貸
付
資
格
認
定
書
の
写
し
」
と
す
る
。

１４

都
貸
付
金
は
無
利
子
と
し
、
償
還
期
間
等
は
別
表
の
と
お
り
と
す
る
。

別
表
中
「
第
四
条
」
の
下
に
「
、
第
九
条
」
を
加
え
、

を
「

」
に
、

「

」
を

「

」
に
、

「

」
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を
「

」
に
、

「

」

「

」
を

に
、

「

」

を
「

」
に
、

「

」

「

」
を

に
、

「

」

を
「

」
に
、

「

」
を

「

」
に
、

「

」
を

「

」
に
、

「

」
を

「

」
に

「

」

改
め
る
。

別
記
第
一
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
記
第
二
号
様
式
そ
の
一
中

「

」
を

「

」
に

改
め
る
。

じ

別
記
第
二
号
様
式
そ
の
二
中
「事

業
計
画
書

」
を
「経

営
等
改
善
措
置
に
関
す
る
計
画

」
に
、
「餌

料

」
を
「餌

料

」
に
改
め
る
。

じ

別
記
第
二
号
様
式
そ
の
二
の
二
中
「餌

料
費

」
を
「餌

料
費

」
に
改

め
る
。

別
記
第
二
号
様
式
そ
の
三

（第１面）
中
「事

業
計
画
書

」
を
「経

営
等
改
善
措
置
に
関
す
る
計
画

」
に
改
め

る
。別

記
第
二
号
様
式
そ
の
四

（第１面）
中
「事

業
計
画
書

」
を
「経

営
等
改
善
措
置
に
関
す
る
計
画

」
に
、

じ

「投
餌

」
を
「投

餌

」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
号
様
式
そ
の
五
及
び
第
二
号
様
式
そ
の
六
中
「事

業
計
画
書

」
を
「生

活
改
善
措
置
に
関

す
る
計
画

」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
号
様
式
そ
の
七
及
び
第
二
号
様
式
そ
の
八
中
「事

業
計
画
書

」
を
「青

年
漁
業
者
等
養
成

確
保
措
置
に
関
す
る
計
画

」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
号
様
式
そ
の
九

（第１面）
中

「

」
を
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「

」

じ

に
、
「餌

料

」

を
「餌

料

」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
号
様
式
そ
の
十

（第１面）
中

「

」
を

「

」

じ

に
、
「餌

料

」

を
「餌

料

」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
号
様
式
そ
の
十
一

（第１面）
中

「

」
を

「

」

じ

に
、
「餌

料
」

を
「餌

料

」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
号
様
式
そ
の
十
二

（第１面）
中

「

」
を

「

」

じ

に
、
「餌

料

」

を
「餌

料

」
に
改
め
る
。

別
記
第
九
号
様
式
中
「第

９
号
様
式
（
第
１２条

関
係
）

」
を
「第

２１号
様
式
（
第
１４条

関
係
）

」
に

改
め
、
同
様
式
を
別
記
第
二
十
一
号
様
式
と
す
る
。

別
記
第
八
号
様
式
中
「第

８
号
様
式
（
第
１２条

関
係
）

」
を
「第

２０号
様
式
（
第
１４条

関
係
）

」
に
、

「東
京
都
知
事

」
を
「東

京
都
知
事
又
は
融
資
機
関
の
代
表
者

」
に
、
「第

４
条
の
表

」
を
「別

表

」

に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
第
二
十
号
様
式
と
す
る
。

別
記
第
七
号
様
式
中
「第

７
号
様
式
（
第
１２条

関
係
）

」
を
「第

１９号
様
式
（
第
１４条

関
係
）

」
に
、

「東
京

都
知

事

」
を
「東

京
都
知
事
又
は
融
資
機
関
の
代
表
者

」
に
、
「第

４
条
の
表

」
を

「別
表

」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
第
十
九
号
様
式
と
す
る
。

別
記
第
六
号
様
式
中
「第

６
号
様
式
（
第
９
条
関
係
）

」
を
「第

１６号
様
式
（
第
１０条

関
係
）

」
に
、

「東
京
都
知
事

」
を
「東

京
都
知
事
又
は
融
資
機
関
の
代
表
者

」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
第
十
六
号

様
式
と
す
る
。

別
記
第
五
号
様
式
（
表
）
中
「第

５
号
様
式
（
表
）
（
第
８
条
関
係
）

」
を
「第

８
号
様
式
（
表
）

（
第
７
条
関
係
）

」
に
、
「ち

ょ
う
付

」
を
「貼

付

」
に
、

「

」
を
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「

」
に
、
「第

４

条
の
表

」
を
「別

表

」
に
改
め
、
同
様
式
（
裏
）
中
「第

５
号
様
式
（
裏
）
（
第
８
条
関
係
）

」
を

「第
８
号
様
式
（
裏
）
（
第
７
条
関
係
）

」
に
、
「１

に

」
を
「い

ず
れ
か
に

」
に
、
「第

１２条

」
を

「第
１４条

」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
第
八
号
様
式
と
す
る
。

別
記
第
四
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
記
第
四
号
様
式
を
別
記
第
七
号
様
式
と
し
、
別
記
第
三
号
様
式
中
「第

３
号
様
式

」
を
「第

６
号

様
式

」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
第
六
号
様
式
と
す
る
。

別
記
第
二
号
様
式
そ
の
十
二
の
次
に
次
の
三
様
式
を
加
え
る
。
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別
記
第
八
号
様
式
の
次
に
次
の
七
様
式
を
加
え
る
。
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別
記
第
十
六
号
様
式
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。
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別
記
第
二
十
一
号
様
式
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。
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附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
沿
岸
漁
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の

様
式
（
こ
の
規
則
に
よ
り
改
正
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、

所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
九
十
六
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
町
田
都
市
計

画
道
路
事
業
を
認
可
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
四
年
八
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

町
田
市

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

町
田
都
市
計
画
道
路
事
業
八
・
六
・
一
号
鶴
川
駅
南
北
自
由
通
路
線

三

事
業
施
行
期
間

令
和
四
年
八
月
三
十
日
か
ら
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

町
田
市
能
ヶ
谷
一
丁
目
地
内

使
用
の
部
分

町
田
市
能
ヶ
谷
一
丁
目
地
内

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
九
十
七
号

東
京
都
薬
物
の
濫
用
防
止
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
七
年
東
京
都
条
例
第
六
十
七
号
）
第
十
二
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
知
事
指
定
薬
物
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

令
和
四
年
八
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

知
事
指
定
薬
物
の
名
称

別
表
の
と
お
り
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二

指
定
理
由

人
の
身
体
に
使
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
精
神
に
幻
覚
等
の
作
用

を
及
ぼ
し
、
ま
た
、
こ
れ
を
濫
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
人
の
健
康

に
被
害
が
生
じ
る
と
認
め
ら
れ
る
た
め

三

施
行
期
日

令
和
四
年
八
月
三
十
一
日

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
九
十
八
号

新
島
港
港
湾
区
域
内
の
公
有
水
面
の
埋
立
て
に
つ
い
て
公
有
水
面

埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
埋
立
て
の
免
許
の
出
願
が
あ
っ

た
の
で
、
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す

る
。な

お
、
こ
の
埋
立
て
に
利
害
関
係
を
有
す
る
者
は
、
縦
覧
期
間
満

了
の
日
ま
で
、
新
島
港
港
湾
管
理
者
東
京
都
の
代
表
者
で
あ
る
東
京

都
知
事
に
対
し
て
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
四
年
八
月
三
十
日

新
島
港
港
湾
管
理
者

東
京
都

代
表
者

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

出
願
年
月
日

令
和
四
年
七
月
二
十
一
日

二

出
願
人

名
称

東
京
都

所
在
地

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

代
表
者

東
京
都
知
事

小
池

百
合
子

代
表
者
住
所

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

三

埋
立
区
域

㈠

位
置

新
島
村
本
村
前
浜
地
先
新
島
港
港
湾
区
域
内
公
有
水
面

㈡

区
域

次
の
各
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
⑫
の
地
点
と
①
の
地

点
と
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

①
の
地
点

基
準
点
（
北
緯
三
四
度
二
二
分
〇
二
秒
二
八
三
五
、

東
経
一
三
九
度
一
四
分
三
八
秒
四
七
六
九
）
か
ら
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三
二
九
度
〇
一
分
一
七
秒
、
四
一
八
・
七
九
九
メ

ー
ト
ル
の
地
点

②
の
地
点

①
の
地
点
か
ら
二
二
〇
度
二
一
分
一
七
秒
一
九
・

三
七
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

③
の
地
点

②
の
地
点
か
ら
一
三
〇
度
〇
二
分
四
三
秒
二
二
・

三
四
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

④
の
地
点

③
の
地
点
か
ら
一
三
〇
度
一
三
分
五
一
秒
二
一
・

一
四
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑤
の
地
点

④
の
地
点
か
ら
二
二
〇
度
一
二
分
一
八
秒
五
四
・

三
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑥
の
地
点

⑤
の
地
点
か
ら
三
一
〇
度
〇
二
分
〇
一
秒
五
一
・

七
六
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑦
の
地
点

⑥
の
地
点
か
ら
三
一
〇
度
一
九
分
一
〇
秒
一
二
三

・
五
一
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑧
の
地
点

⑦
の
地
点
か
ら
二
二
五
度
三
八
分
〇
五
秒
〇
・
五

一
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑨
の
地
点

⑧
の
地
点
か
ら
二
一
〇
度
一
六
分
二
八
秒
二
二
・

一
八
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑩
の
地
点

⑨
の
地
点
か
ら
三
五
五
度
〇
七
分
四
一
秒
七
八
・

九
五
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑪
の
地
点

⑩
の
地
点
か
ら
二
六
四
度
二
六
分
一
三
秒
一
・
五

〇
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑫
の
地
点

⑪
の
地
点
か
ら
三
五
五
度
二
〇
分
二
三
秒
二
六
・

八
四
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

㈢

面
積

一
六
、
四
七
五
・
八
四
平
方
メ
ー
ト
ル

四

埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区
域

㈠

位
置

新
島
村
本
村
前
浜
地
先
新
島
港
港
湾
区
域
内
公
有
水
面

㈡

区
域

次
の
各
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
⑬
の
地
点
と
①
の
地

点
と
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

①
の
地
点

基
準
点
（
北
緯
三
四
度
二
二
分
〇
二
秒
二
八
三
五
、

東
経
一
三
九
度
一
四
分
三
八
秒
四
七
六
九
）
か
ら

三
二
九
度
〇
一
分
一
七
秒
、
四
一
八
・
七
九
九
メ

ー
ト
ル
の
地
点

②
の
地
点

①
の
地
点
か
ら
一
三
〇
度
〇
八
分
一
九
秒
五
七
・

五
四
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

③
の
地
点

②
の
地
点
か
ら
二
二
〇
度
一
七
分
五
一
秒
九
三
・

七
〇
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

④
の
地
点

③
の
地
点
か
ら
三
一
〇
度
一
七
分
五
五
秒
一
三
・

九
二
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑤
の
地
点

④
の
地
点
か
ら
三
一
〇
度
〇
八
分
四
一
秒
一
九
・

四
三
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑥
の
地
点

⑤
の
地
点
か
ら
三
一
〇
度
二
二
分
一
六
秒
一
七
八

・
一
三
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑦
の
地
点

⑥
の
地
点
か
ら
四
〇
度
二
二
分
一
六
秒
一
〇
・
八

〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑧
の
地
点

⑦
の
地
点
か
ら
三
一
〇
度
二
二
分
一
六
秒
八
・
二

九
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑨
の
地
点

⑧
の
地
点
か
ら
三
五
五
度
〇
九
分
一
〇
秒
七
八
・

八
九
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑩
の
地
点

⑨
の
地
点
か
ら
二
六
四
度
三
五
分
〇
二
秒
〇
・
八

〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑪
の
地
点

⑩
の
地
点
か
ら
三
五
五
度
一
三
分
三
二
秒
六
二
・

一
〇
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑫
の
地
点

⑪
の
地
点
か
ら
八
五
度
二
〇
分
二
三
秒
一
一
・
〇

六
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑬
の
地
点

⑫
の
地
点
か
ら
一
三
〇
度
〇
七
分
〇
二
秒
二
五
四

・
七
八
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

㈢

面
積

三
〇
、
二
〇
二
・
二
四
平
方
メ
ー
ト
ル

五

埋
立
地
の
用
途

ふ
頭
用
地

六

出
願
書
類
の
縦
覧
場
所
及
び
意
見
書
の
提
出
先

新
島
村
本
村
六
丁
目
四
番
二
十
四
号

東
京
都
大
島
支
庁
新
島

出
張
所

七

縦
覧
期
間

告
示
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
週
間

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
九
十
九
号

若
郷
漁
港
漁
港
区
域
内
の
公
有
水
面
の
埋
立
て
に
つ
い
て
公
有
水

面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
埋
立
て
の
免
許
の
出
願

が
あ
っ
た
の
で
、
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

告
示
す
る
。

な
お
、
こ
の
埋
立
て
に
利
害
関
係
を
有
す
る
者
は
、
縦
覧
期
間
満

了
の
日
ま
で
、
東
京
都
知
事
に
対
し
て
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

令
和
四
年
八
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

出
願
年
月
日

令
和
四
年
七
月
十
九
日

二

出
願
人

名
称

東
京
都

所
在
地

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

代
表
者

東
京
都
知
事

小
池

百
合
子

代
表
者
住
所

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

三

埋
立
区
域

㈠

位
置

新
島
村
若
郷
八
十
三
番
地
先
若
郷
漁
港
漁
港
区
域
内
公
有
水

面
㈡

区
域
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次
の
各
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
⑩
の
地
点
と
①
の
地

点
と
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

①
の
地
点

基
準
点
（
漁－

N
o

．
二
〇
）
（
北
緯
三
四
度
二

四
分
五
六
秒
七
二
八
五
、
東
経
一
三
九
度
一
六
分

三
五
秒
一
三
四
二
）
か
ら
八
度
五
二
分
三
六
秒
、

二
六
・
四
八
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

②
の
地
点

①
の
地
点
か
ら
三
二
四
度
四
〇
分
〇
六
秒
四
九
・

五
八
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

③
の
地
点

②
の
地
点
か
ら
五
四
度
一
一
分
〇
〇
秒
六
・
〇
一

七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

④
の
地
点

③
の
地
点
か
ら
三
二
四
度
四
二
分
〇
六
秒
五
一
・

四
九
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑤
の
地
点

④
の
地
点
か
ら
二
三
五
度
〇
二
分
五
〇
秒
一
四
・

九
八
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑥
の
地
点

⑤
の
地
点
か
ら
三
二
四
度
四
三
分
五
三
秒
四
・
七

〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑦
の
地
点

⑥
の
地
点
か
ら
五
五
度
〇
二
分
五
〇
秒
一
九
・
六

八
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑧
の
地
点

⑦
の
地
点
か
ら
一
四
四
度
四
二
分
〇
六
秒
六
五
・

二
四
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑨
の
地
点

⑧
の
地
点
か
ら
二
三
四
度
四
二
分
〇
六
秒
四
・
七

一
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑩
の
地
点

⑨
の
地
点
か
ら
一
四
四
度
四
〇
分
〇
六
秒
四
〇
・

五
五
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

㈢

面
積

六
七
五
・
四
九
平
方
メ
ー
ト
ル

四

埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区
域

㈠

位
置

新
島
村
若
郷
八
十
三
番
地
先
若
郷
漁
港
漁
港
区
域
内
公
有
水

面
㈡

区
域

次
の
各
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
⑧
の
地
点
と
①
の
地

点
と
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

①
の
地
点

基
準
点
（
漁－

N
o

．
二
〇
）
（
北
緯
三
四
度
二

四
分
五
六
秒
七
二
八
五
、
東
経
一
三
九
度
一
六
分

三
五
秒
一
三
四
二
）
か
ら
〇
度
四
九
分
〇
三
秒
、

一
六
・
〇
六
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

②
の
地
点

①
の
地
点
か
ら
三
二
四
度
四
〇
分
一
七
秒
一
〇
一

・
三
五
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

③
の
地
点

②
の
地
点
か
ら
二
三
四
度
四
〇
分
五
三
秒
九
・
八

七
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

④
の
地
点

③
の
地
点
か
ら
三
二
四
度
四
〇
分
五
三
秒
二
五
・

八
九
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑤
の
地
点

④
の
地
点
か
ら
五
四
度
四
七
分
三
七
秒
六
五
・
〇

〇
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑥
の
地
点

⑤
の
地
点
か
ら
一
四
四
度
四
〇
分
一
七
秒
二
〇
・

〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑦
の
地
点

⑥
の
地
点
か
ら
五
四
度
四
二
分
〇
六
秒
二
二
・
五

〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑧
の
地
点

⑦
の
地
点
か
ら
一
四
四
度
四
〇
分
一
七
秒
一
〇
七

・
一
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

㈢

面
積

九
、
六
六
三
・
九
八
平
方
メ
ー
ト
ル

五

埋
立
地
の
用
途

漁
港
施
設
用
地

六

出
願
書
類
の
縦
覧
場
所
及
び
意
見
書
の
提
出
先

新
島
村
本
村
六
丁
目
四
番
二
十
四
号

東
京
都
大
島
支
庁
新
島

出
張
所

七

縦
覧
期
間

告
示
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
週
間

公

告

認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
代
表
者
の
氏
名
の
変

更
の
届
出
に
つ
い
て

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
五
十
三

条
第
一
項
に
規
定
す
る
代
表
者
の
氏
名
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の

で
、
同
条
第
二
項
及
び
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
条
例
の
施
行

に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
年
東
京
都
規
則
第
二
百
四
十
三
号
）
第
二

十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
四
年
八
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
東
京
英
語
い
の
ち
の
電
話

二

代
表
者
の
氏
名

Ｑ
Ｕ
Ｏ
Ｎ

Ｓ
Ｈ
Ａ
Ｎ
Ｎ
Ｏ
Ｎ

Ｎ
Ｏ
Ｅ
Ｌ

三

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

港
区
南
青
山
六
丁
目
十
番
十
一
号

ウ
ェ
ス
レ
ー
セ
ン
タ
ー
二

階
一

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ト
リ
ト
ン
・
ア
ー
ツ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

二

代
表
者
の
氏
名

長
濱

守
信

三

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

中
央
区
晴
海
一
丁
目
八
番
十
号

一

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
日
本
民
家
再
生
協
会

二

代
表
者
の
氏
名

佐
藤

仁

三

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

千
代
田
区
六
番
町
一
番
地
一
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一

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
幼
い
難
民
を
考
え
る
会

二

代
表
者
の
氏
名

藤
川

祥
子

三

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

台
東
区
台
東
一
丁
目
十
二
番
十
一
号

青
木
ビ
ル
三
階
Ｂ
室

発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

七
〇
円

一
箇
月

六
、
六
〇
〇
円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所

勝

美

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
文
京
区
白
山
一
丁
目
十
三
番
七
号

電
話

〇
三（
三
八
一
二
）五
二
〇
一（
代
）
郵便番号
１１３―０００１


